
一 般 質 問市政について問う！

問
新
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コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
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市
立
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中
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校
臨
時
休
業
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伴
う
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給
食
の
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止
に
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り
、
食
材
納
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者
に
大
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助
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い
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た
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約
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補
助
の
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な
る
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示
さ
れ
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現
在
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本
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助
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納
入
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業

者
へ
の
支
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に
関
す
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ろ
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あ
る
。
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新
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ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
税
収
が
大
き
く
減
少
す
る
と
考

え
る
が
、
多
額
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財
政
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担
が
見
込
ま
れ

る
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道
高
架
事
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。
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事
業
は
本
市
の
ま
ち
づ
く
り
の
根
幹
を
な

す
事
業
で
あ
り
、
一
日
も
早
く
事
業
の
効

果
を
発
現
す
る
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と
が
重
要
と
考
え
て
い

る
た
め
、
見
直
す
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
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学校給食休止に伴う
食材納入事業者への支援は

委員会レポート（公契約関係競売入札妨害等事件に係る再発防止特別委員会）
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（P.5）
既存の単独処理浄化槽（し尿のみを処理する浄化

槽）であって、そのまま放置すれば生活環境の保全
及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状
態にあると認められるもの。
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（P.4）
権利取得裁決は、裁決で定められた時期までに起

業者（市）が土地所有者へ補償金を支払うことで土
地の所有権を取得できるもので、補償金の受取を拒
否された場合は法務局に供託できる。

明渡裁決は、裁決で定められた期限までに起業者
（市）が物件所有者へ補償金を支払い、物件所有者は
明渡期限までに物件を移転して土地を明け渡さなけ
ればならないとするもので、補償金の受取を拒否さ
れた場合は法務局に供託できる。期限までに明渡し
がなされないときには、起業者（市）は知事に代執
行による物件の撤去の請求をすることができる。

公契約関係競売入札妨害等事件に係る
再発防止特別委員会の調査報告を行いました

当局の再発防止に係る取組を引き続き注視していく必要があると考えることから、さきに提出した「職員による
不祥事の再発防止に関する申入書」に掲げた項目に加え、下記の項目についても当局に対し要望しました。また、
これを機に、行政の監視機能である議会自身もさらなるコンプライアンス意識の向上を図る取組を実施するよう下
記の項目について提案しました。

調査報告書を議長に
提出する特別委員会
委員長（右）

１　取組の進捗管理を確実に行い、その状況を定期的
に議会へ報告するとともに市民に対し発信すること。

２　職員が心身共に健康で安心して働ける環境の確保
は、業務改善のみならず職員の資質向上、不正行為
の根絶にも寄与することを認識し、風通しのよい職
場環境を実現するとともにその維持に努めること。

１　不正行為に対する抑止力を強化するため、当局の
入札契約事務の執行状況に係る議会への報告につい
て、現行以上に詳細な資料の提出を求めること。

２　沼津市議会議員政治倫理規程に掲げる内容を改め
て確認するとともに、研修等の機会を通じ、議員の
コンプライアンス意識のさらなる向上を図ること。

当局への要望 議会への提案
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